
手
結
・
騎
射
に
お
け
る

「
三
兵
」

に
つ
い
て

下
向
井
龍
彦

E二苛

右
記
色＝

長
和

年

（＊  。
四

五
月
十
五
日
条
に

丹
波
中
将
来
、
定
一
明
日
競
馬
井
騎
射
事
等
、
将
監
・
将
曹
・
府
生
、
前
後
一

二
手
、
三
兵
等
也
、
依
一
左
棺
府
命
一
者
、
将
監
保
信
可
ν

会
一
武
文
云
々
、
密

々
可
レ
被
レ
打
レ
鼓
之
由
示
一
一
中
将
、
々
々
退
去
後
、
面
仰
一
保
信
、
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の
記
事
が
あ
る
。
翌
日
、
二
一
条
天
皇
が
左
大
臣
道
長
の
土
御
門
第
に
行
幸
す
る
こ
と

に
な
っ
て
い
た
。
道
長
は
こ
の
行
幸
を
精
力
的
に
主
導
し
、
祖
父
師
輔
が
主
導
し
た

村
上
天
皇
の
「
朱
雀
院
の
例
」
に
倣
っ
て
競
馬
・
騎
射
を
開
催
し
よ
う
と
し
て
い
た
。

大
納
言
実
資
は
右
大
将
と
し
て
、
か
な
り
前
よ
り
右
近
衛
府
か
ら
出
場
す
る
競
馬
の

乗
尻
、
騎
射
の
射
手
の
選
考
な
ど
を
、
右
近
衛
府
の
実
務
責
任
者
の
政
所
中
将
源
雅

通
に
命
じ
て
入
念
に
行
わ
せ
て
い
た
。
本
日
条
は
、
政
所
中
将
雅
通
を
自
邸
に
呼
ん

で
翌
日
の
競
馬
・
騎
射
に
む
け
て
最
終
チ
ェ
ッ
ク
を
行
っ
た
場
直
で
あ
る
。
雅
通
は

実
資
に
、
「
左
ム
バ
在
直
長
の
命
に
よ
っ
て
、
騎
射
の
射
手
と
し
て
「
将
監
・
将
曹
・
府

生
」
ら
官
人
と
真
手
結
（
射
手
選
考
会
）
に
お
け
る
「
前
後
二
一
手
」
と
「
一
二
丘
ご

と
を
出
場
さ
せ
る
こ
と
に
決
め
ま
し
た
」
、
と
報
告
し
た
。
こ
こ
に
み
え
る
「
三
兵
」

と
は
何
な
の
だ
ろ
う
。

第 6号史人

翌
日
の
行
幸
当
日
の
騎
射
競
技
の
射
手
は
「
左
右
近
騎
射
者
各
七
人
、

ιt

白人件一人、

［
将
監
・
耳

咋
、
二
山
後
一
手
、
一
口
、
合

－
四
人
、
皆
一
耐
火
！
と
若
灯
懸
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。
左
右
近
衛
府
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
官
人
一
一

人
（
将
位
と
府
生
）
、
真
手
結
射
手
の
前
後
二
一
手
、
前
後
二
一
千
以
外
の
「
三
兵
」

を
合
わ
せ
て
一
四
人
、
出
場
さ
せ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
ゴ
一
任
ご
と
は
、
有
人
（
将

監
・
将
曹
・
府
生
）
で
は
な
い
近
衛
舎
人
の
射
手
の
肩
書
き
の
よ
う
で
あ
る
。
右
近

衛
府
か
ら
は
将
監
一
人
・
府
生
一
人
、
真
手
結
の
前
一
手
・
後
一
手
・
前
二
手
・
後

二
手
、
そ
し
て
ヲ
一
兵
」
一
人
の
計
七
人
が
出
場
し
た
こ
と
に
な
る
。

＊
 

こ
こ
で
手
結
と
は
何
か
に
つ
い
て
、
『
小
右
記
』
の
荒
手
結
・
真
手
結
・
行
幸
騎
射

の
実
例
か
ら
得
た
知
見
と
鳥
谷
智
文
氏
「
王
朝
国
家
期
に
お
け
る
近
衛
府
府
務
運
営

の
一
考
察
l
『
小
右
記
』
を
中
心
と
し
て

l
」
（
『
史
学
研
究
』
一
九
九
号
一
九
九

三
年
）
を
も
と
に
、
簡
単
に
説
明
し
て
お
こ
う
。
手
結
と
は
、
も
と
も
と
五
月
五
日

節
会
で
行
わ
れ
る
騎
射
を
前
に
そ
の
射
手
選
考
会
と
し
て
諸
衛
府
で
行
わ
れ
て
い
た

も
の
で
、
一
次
選
考
会
の
荒
手
結
に
つ
づ
い
て
開
催
さ
れ
る
最
終
選
考
会
が
真
手
結

で
あ
っ
た
。
一

O
世
紀
中
葉
に
五
月
五
日
節
会
が
廃
絶
し
た
あ
と
も
、
左
右
近
衛
府

独
自
の
行
事
と
し
て
左
近
馬
場
・
右
近
馬
場
で
大
勢
の
見
物
人
が
見
守
る
な
か
盛
大

に
市
冶
れ
た
。
手
結
に
は
将
監
・
将
曹
・
府
生
ら
官
人
、
番
長
・
案
主
・
府
掌
ら

「
物
節
」
、
肩
書
き
な
し
の
近
衛
に
出
場
資
格
が
あ
っ
た
。
手
結
を
前
に
何
日
も
練

習
が
行
わ
れ
る
が
、
そ
の
問
、
大
将
や
中
少
将
は
連
日
、
「
粥
次
」
と
い
う
酒
宴
と
賞

品
（
懸
物
）
を
用
意
し
て
射
手
た
ち
を
労
い
発
憤
さ
せ
た
。
直
一
（
手
結
終
了
後
に
は
大

将
が
私
費
負
担
し
て
馬
場
で
饗
宴
（
慰
労
会
）
が
賑
や
か
に
開
催
さ
れ
、
大
将
か
ら

射
手
た
ち
に
禄
が
支
給
さ
れ
た
。
大
将
は
手
結
・
饗
宴
と
も
に
出
席
し
な
い
。

長
和
三
年
の
右
近
衛
府
の
荒
手
結
は
五
月
五
日
、
真
手
結
は
五
月
七
日
で
あ
っ
た
。

左
右
近
衛
府
の
荒
手
結
・
真
手
結
で
は
そ
れ
ぞ
れ
射
手
は
前
後
七
人
ず
つ
で
（
「
前
一

手
」
「
後
二
手
」
「
前
四
手
」
・
「
後
六
手
」
な
ど
と
い
い
、
数
字
、
が
若
い
方
が
高
順
位

で
あ
る
）
、
「
習
手
」
（
補
欠
）
が
い
た
。
荒
手
結
（
一
次
選
考
会
）
終
了
後
に
手
結

（
射
手
順
位
名
簿
）
が
中
将
少
将
の
協
議
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
、
大
将
に
提
出
さ
れ
、

大
将
が
点
検
し
て
公
正
な
選
考
で
あ
る
と
判
定
し
た
ら
、
ま
た
誤
写
な
ど
の
錯
誤
が

な
け
れ
ば
、
大
将
は
署
判
し
て
手
結
（
射
手
順
位
表
）
が
確
定
し
、
手
結
担
勺
次
将

に
波
さ
れ
、
真
手
結
の
組
み
合
わ
せ
表
と
し
て
使
わ
れ
る
。
大
将
が
錯
誤
や
不
正
・

不
公
平
に
気
付
い
た
ら
、
作
り
直
さ
せ
る
。

( 171 ) 



『小右記』こぼれ話

手
結
（
選
考
会
）
で
は
前
後
ふ
た
組
に
分
か
れ
て
競
技
を
す
る
が
、
前
後
で
勝
負

を
競
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
手
結
の
射
手
に
選
ば
れ
る
こ
と
、
高
順
位

（
「
一
手
」
や
「
二
手
」
）
に
な
る
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
近
衛
た
ち
の
昇

進
や
役
勤
仕
と
連
動
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
「
手
」
は
必
ず
し
も
成
績
順
で
は
な
く

摂
聞
や
大
将
が
随
身
近
衛
を
高
順
位
に
す
る
よ
う
口
入
す
る
こ
と
も
あ
る
の
で
、
中

少
将
は
口
入
さ
れ
る
前
に
彼
ら
の
意
向
を
付
度
し
て
随
身
を
上
位
に
入
れ
た
り
し
た
。

荒
手
結
の
手
結
（
射
手
順
位
名
簿
）
は
、
は
っ
き
り
し
な
い
が
前
年
の
真
手
結
の
手

結
（
射
手
順
位
名
簿
）
を
も
と
に
中
少
将
の
協
議
に
よ
っ
て
「
手
」
を
上
げ
た
り
下

げ
た
り
し
て
原
案
が
作
ら
れ
、
大
将
の
署
判
で
確
定
し
た
手
結
の
順
位
に
従
っ
て
騎

射
が
行
わ
れ
た
。
宣
（
手
結
の
手
結
（
射
手
順
位
名
簿
）
は
荒
手
結
で
の
成
績
を
踏
ま

え
て
順
位
を
組
み
替
え
て
作
成
し
、
そ
れ
に
従
っ
て
真
手
結
が
行
わ
れ
た
。
真
手
結

の
結
果
を
踏
ま
え
て
さ
ら
に
組
み
替
え
た
手
結
（
射
手
順
位
表
）
は
、
昇
進
や
役
勤

仕
の
資
料
と
し
て
、
ま
た
翌
年
の
荒
手
結
の
手
結
（
名
簿
）
作
成
に
活
用
さ
れ
る
の

で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
小
論
で
取
り
土
げ
て
い
る
長
和
三
年
、
同
五
年
の
三
条
天
皇
の

道
長
邸
土
御
門
第
行
幸
で
は
、
騎
射
の
射
手
選
考
に
使
わ
れ
た
。
左
右
近
衛
府
と
も

真
手
結
射
手
前
後
七
人
計
一
四
人
か
ら
代
表
七
人
が
選
ば
れ
た
の
で
あ
る
。

＊ 

さ
て
、
「
三
兵
」
の
事
例
を
探
し
て
み
る
と
、
『
小
右
記
』
寛
弘
二
年
（
一

0
0

五
）
五
月
十
四
日
条
に
「
早
旦
資
平
白
一
一
左
府
一
来
云
、
昨
出
一
馬
場
一
、
左
右
近
騎
射

各
三
人
、
又
三
兵
、
次
令
レ
馳
一
一
厩
馬
」
と
あ
る
。
一
連
の
同
十
二
日
条
に
「
将
曹

仲
重
云
、
明
日
左
府
有
レ
召
一
騎
射
三
己
上
手
者
」
、
『
御
堂
関
白
記
』
同
十
三
日
条

に
「
左
右
騎
射
、
三
以
上
令
レ
射
」
と
あ
る
。
こ
の
三
つ
の
記
事
か
ら
「
騎
射
各
三

人
、
又
三
兵
」

U

「
騎
射
三
巳
上
手
」

U

「
騎
射
三
巴
上
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
こ
と
を
念
頭
に
置
い
た
う
え
で
、
さ
ら
に
次
に
進
ん
で
い
こ
う
。

同
長
和
五
年
（
一

O
二
ハ
）
五
月
七
日
条
で
は
、
「
三
兵
近
衛
」
高
士
山
遠
里
が
、
昨

日
の
右
近
真
手
結
で
、
「
三
兵
六
人
」
の
う
ち
自
分
だ
け
が
急
に
射
手
か
ら
は
ず
さ
れ

た
こ
と
を
不
満
と
し
て
実
資
の
も
と
に
訴
え
て
き
た
の
で
、
実
資
は
政
所
中
将
雅
通

に
真
手
結
の
結
果
を
記
し
た
手
結
（
射
手
順
位
リ
ス
ト
）
を
書
き
改
め
さ
せ
、
遠
里

の
名
前
を
加
え
さ
せ
た
。
「
三
兵
」
の
肩
書
き
は
真
手
結
の
前
に
決
ま
っ
て
お
り
、

「
三
兵
近
衛
高
士
山
遠
里
」
と
い
う
よ
う
に
「
三
兵
近
衛
十
個
人
名
」
で
表
わ
さ
れ
た

こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
年
の
右
近
衛
府
の
手
結
で
は
前
後
七
人
計
一
四
人
の
射
手
の

う
ち
六
人
が
ヲ
豆
乙
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
「
一
二
兵
六
人
」

と
い
う
よ
う
に
何
人
も
の
「
三
兵
」
が
お
り
、
彼
ら
は
優
先
的
に
真
手
結
の
射
手
に

選
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
だ
が
、
高
志
遠
里
は
真
手
結
の
射
手
か
ら
は
ず
さ

れ
た
の
で
そ
れ
を
不
当
と
し
て
実
資
に
訴
え
て
き
た
の
で
あ
る
。
実
資
は
そ
の
訴
え

を
正
当
と
し
て
、
真
手
結
に
出
場
で
き
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
手
結
を
書
き

改
め
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

『
猪
熊
関
白
記
』
建
久
九
年
（
一
一
九
八
）
五
月
三
日
条
に
は
、
左
近
府
騎
射
荒

手
結
（
射
手
リ
ス
ト
）
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
四
七
人
の
な
か
で
肩
書
き
が
あ
る
の

は
将
監
二
人
、
将
曹
二
人
、
府
生
二
人
、
番
長
四
人
、
三
兵
近
衛
五
人
、
近
衛
一
人

で
あ
り
、
他
は
肩
書
き
な
し
の
個
人
名
で
あ
る
。
肩
書
き
な
し
の
者
は
ふ
つ
う
の
近

衛
舎
人
だ
ろ
う
か
ら
、
「
近
衛
」
の
一
肩
書
き
を
も
っ
一
人
は
「
三
兵
近
衛
」
の
書
き
間

違
い
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
す
る
と
三
兵
近
衛
六
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ

れ
に
よ
る
と
三
兵
近
衛
は
官
人
で
な
い
だ
け
で
な
く
番
長
（
番
長
・
案
主
・
府
掌
を

「
物
節
」
と
い
う
）
で
も
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
『
猪
熊
関
白
記
』
に
は
同
じ
よ
う
な

手
結
の
名
簿
が
い
く
つ
も
載
っ
て
い
る
。

以
上
か
ら
、
「
三
兵
近
衛
」
は
、
左
右
近
衛
府
で
行
わ
れ
る
騎
射
の
荒
手
結
で
優
秀

な
成
績
を
あ
げ
た
肩
書
き
の
な
い
（
「
物
節
」
で
は
な
い
）
近
衛
に
与
え
ら
れ
た
栄
誉

の
称
号
の
よ
う
で
あ
る
。
「
三
兵
近
衛
」
に
は
真
手
結
に
優
先
的
に
出
場
す
る
資
格
が

与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
長
和
三
年
五
月
十
六
日
の
道
長
邸
土
御
門
第
行
幸
の
騎
射
で
射
手
に

選
考
さ
れ
る
条
件
は
、
「
官
人
（
将
監
・
府
生
）
」
・
「
前
後
一
一
一
手
」
・
「
三
兵
」
で
あ

っ
た
。
「
前
後
一
二
手
」
と
「
三
兵
」
の
関
係
は
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
。
こ
う
い
う
こ

と
だ
ろ
う
。
手
結
（
順
位
表
）
の
高
順
位
を
表
す
「
前
後
一
二
手
」
の
な
か
に
は
、
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「
官
人
」
「
物
節
」
も
い
る
だ
ろ
う
し
「
一
一
一
兵
近
衛
」
も
い
る
だ
ろ
う
。
「
前
後
二
一

子
」
は
官
人
だ
ろ
う
が
物
節
で
あ
ろ
う
が
三
兵
近
衛
だ
ろ
う
が
「
前
後
一
二
手
」
と

い
う
資
格
に
お
い
て
出
場
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
出
場
す
る
「
官
人
」
は

「
前
後
一
二
手
」
以
外
の
官
人
か
ら
、
出
場
す
る
ヲ
一
兵
」
は
「
前
後
一
一
一
手
」
以

外
の
二
兵
近
衛
か
ら
、
選
考
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

＊ 

2 0 1 5 

そ
れ
で
は
荒
手
結
で
優
秀
な
成
績
を
あ
げ
た
近
衛
が
な
ぜ
「
三
兵
」
と
呼
ば
れ
る

の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
わ
か
る
範
囲
で
考
え
て
み
た
い
。
『
小
右
記
』
長
和
二
年
八

月
二
十
七
日
条
で
は
、
九
月
十
六
日
の
土
御
門
殿
行
幸
の
と
き
競
馬
と
騎
射
を
行
う

か
ら
「
御
馬
乗
井
騎
射
三
己
上
」
を
出
場
さ
せ
る
よ
う
に
と
の
天
皇
の
仰
せ
が
右
大

将
実
資
に
伝
え
ら
れ
た
。
九
月
十
日
条
で
は
中
将
雅
通
か
ら
「
行
幸
日
官
人
井
三
以

上
騎
射
人
等
」
の
事
に
つ
い
て
実
資
に
指
示
を
求
め
て
き
た
の
で
、
実
資
は
「
射
手

官
人
に
奉
仕
さ
せ
る
よ
う
に
」
と
回
答
し
て
い
る
。
九
月
卜
六
日
の
行
幸
で
は
、
夜

に
な
っ
た
か
ら
騎
射
は
中
止
さ
れ
た
。

『
小
右
記
』
長
和
三
年
五
月
五
日
条
で
は
、
先
日
、
陣
座
で
道
長
が
実
資
に
「
今

年
の
手
結
で
は
『
三
巴
上
』
を
厳
密
に
選
考
す
る
よ
う
に
。
行
幸
で
は
『
三
巳
k
』

だ
け
を
出
場
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
」
と
命
じ
た
、
と
あ
る
。
こ
れ
は
冒
頭
の
五
月
十

五
日
条
の
、
騎
射
の
射
手
を
「
将
監
・
将
曹
・
府
生
」
と
「
前
後
二
一
手
」
と
「
三

丘
ご
に
す
る
、
と
い
う
道
長
の
命
と
同
一
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
こ

で
「
三
己
上
」
の
「
一
一
一
」
は
「
三
兵
近
衛
」
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
「
三
巳
上
」
は

「
射
手
官
人
」
（
将
監
・
将
曹
・
府
生
）
と
手
結
順
位
表
で
高
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
て

い
た
「
前
後
一
二
手
」
、
手
結
競
技
で
好
成
績
を
あ
げ
た
「
三
兵
近
衛
」
を
総
称
す
る

表
現
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
『
猪
熊
関
白
記
』
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
「
己
上
」
に
は
官
人

だ
け
で
な
く
番
長
ら
「
物
節
」
も
入
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
念
頭
に
置
い
た
ま
ま
保
留
し
て
い
た
寛
弘
二
年
（
一

O
O
五
）
の
①
「
騎

射
各
一
二
人
、
又
三
兵
」
日
②
「
騎
射
三
己
上
手
」
日
③
「
騎
射
三
己
上
」
の
等
式
に

立
ち
返
っ
て
み
た
い
。
③
「
三
己
と
」
が
、
こ
れ
ま
で
に
明
ら
か
に
し
た
官
人
・
物

第 6弓史人

節
・
（
前
後
二
一
手
）
・
「
三
兵
」
の
総
称
概
念
と
す
れ
ば
、
②
「
三
巴
上
手
」
と
矛

盾
す
る
の
で
は
な
い
の
か
。
②
は
「
一
手
・
二
手
・
一
一
一
一
手
」
を
指
す
の
で
は
な
い
か

と
い
う
当
然
の
疑
問
で
あ
る
。
し
か
し
②
が
「
二
一
手
巳
上
」
で
は
な
く
「
三
己
上

手
」
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
「
一
二
己
上
」
の
射
手
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
③

「
三
己
上
」
と
同
義
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
る
と
①
「
各
三
人
、
又
三
丘
〈
」
の
射

手
三
人
が
す
べ
て
「
三
兵
」
な
ら
、
②
③
は
「
コ
一
巳
上
」
で
は
な
く
「
三
一
兵
」
と
す

れ
ば
い
い
は
ず
で
あ
る
。
①
の
「
各
三
人
、
又
三
兵
」
は
、
一
一
一
人
の
な
か
に
は
官
人

（
・
物
節
）
だ
け
で
な
く
「
一
一
一
兵
近
衛
」
も
含
ま
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
か
。

そ
れ
で
は
な
ぜ
「
二
一
」
な
の
か
。
そ
れ
は
騎
射
で
射
る
的
が
「
一
三
個
で
あ
る
か

ら
で
は
な
い
か
。
荒
手
結
で
、
三
つ
の
的
す
べ
て
を
確
実
に
射
抜
い
て
優
秀
な
技
量

を
発
揮
し
た
近
衛
が
「
一
一
一
兵
」
と
い
う
名
誉
の
称
号
を
与
え
ら
れ
、
真
手
結
に
出
場

し
、
さ
ら
に
そ
の
後
の
行
幸
な
ど
で
の
騎
射
の
出
場
資
格
と
な
っ
た
、
と
考
え
て
お

こ
う
と
思
う
。
た
だ
し
長
和
五
年
の
右
近
衛
府
荒
手
結
で
「
ゴ
一
兵
」
が
六
人
い
た
の

に
、
土
御
門
第
行
幸
の
騎
射
に
出
場
で
き
た
「
三
兵
」
は
た
っ
た
一
人
だ
っ
た
と
い

う
こ
と
は
、
「
一
一
一
兵
」
が
そ
れ
ほ
ど
の
栄
誉
と
い
う
も
の
で
も
な
く
、
真
手
結
へ
の
出

場
資
格
、
行
幸
騎
射
の
射
手
候
補
者
選
考
資
格
、
と
い
う
程
度
の
栄
誉
で
し
か
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

＊
な
ぜ
「
一
一
ご
兵
な
の
か
悩
ん
で
い
た
ら
、
山
本
佳
奈
さ
ん
が
、

値
だ
か
ら
で
は
な
い
で
す
か
と
、
こ
と
も
な
げ
に
教
え
て
く
れ
た
。

『
小
右
記
』

「
見
送
」

の
用
法

の
＊
 

『
小
右
記
』
の
な
か
で
藤
原
実
資
は

見
送
」

の
語
を
一
一
一
回
使
っ
て
い
る
。

た
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騎
射
の
的
が
二
一

下
向
井
龍
彦


